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   規  則 

 ○富山県道路占用規則の一部を改正する規則              １ 

   告  示 

 ○洪水浸水想定区域等の指定                     ２ 
 ○都市計画事業の事業計画の変更認可                 ３ 
 ○土地改良区の定款変更の認可                    ４ 

   海区漁業調整委員会指示 

 ○定置漁業に用いる漁具に接触する遊漁の禁止              

   教育委員会訓令 

 ○富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令    ５ 

   公  告 

 ○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出        

   正  誤 

 ○令和７年３月24日付け富山海区漁業調整委員会告示第１号       ７ 
 ○令和７年３月24日付け富山海区漁業調整委員会告示第２号        
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規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県道路占用規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第17号 

   富山県道路占用規則の一部を改正する規則 

 富山県道路占用規則（昭和38年富山県規則第45号）の一部を次のように改正する。 

 第２号様式中 
 
「４ 工作物、物件又は 
   施 設 の 構 造     （長さ、幅、面積等） 

 
」 

を 
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「４ 工作物、物件又は 
   施 設 の 構 造 
 

    （長さ、幅、面積等） 

 
」 

 ５ 占 用 物 件 の 
   安 全 性 

  □安全性を確認しました。 
  （※占用物件の安全性に問題がないことを確認した 
  場合は、□の中にレ印を付けること。）    

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県道路占用規則に定める様式による用紙は、当分 

 の間、所要の調整をして使用することができる。 

                              （道 路 課）  
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告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第140号 

   洪水浸水想定区域等の指定について 

 水防法（昭和24年法律第 193号）第14条第２項及び第３項の規定により、洪水浸 

水想定区域並びに浸水した場合に想定される水深を表１の河川及び関係図面とおり 

指定したので、同条第４項の規定により公表する。 

 関係図面は、富山県土木部河川課及び次の縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。 

 なお、令和７年10月17日付け富山県告示第 388号のうち、表２の河川及び関係図 

面について廃止する。 

  令和８年３月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表１ 洪水浸水想定区域等の指定に係る河川の名称及び縦覧場所 
 

洪水浸水想定区域等の指定に係る河川の名称 縦覧場所 

中川水系沖田川 富山県新川土木センター 

神通川水系古川 富山県富山土木センター 

庄川水系地久子川 富山県高岡土木センター 
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下条川水系堰場川 
 

下条川水系浄土寺川 

小矢部川水系黒石川 富山県高岡土木センター 
小矢部土木事務所 

泉川水系泉川 富山県高岡土木センター 
氷見土木事務所 

 表２ 洪水浸水想定区域等の廃止に係る河川の名称 
 

洪水浸水想定区域等の廃止に係る河川の名称 

神通川水系古川 

 

 

富山県告示第141号 

   都市計画事業の事業計画の変更認可について 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第１項の規定により都市計画事業の 

事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の 

規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年３月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

１ 施行者の名称 

  小矢部市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  小矢部都市計画下水道事業 

  小矢部公共下水道 

３ 事業地 

 ⑴ 収用の部分 

   変更なし 

 ⑵ 使用の部分 

   変更なし 

４ 事業施行期間 

  昭和58年２月12日から 

  令和13年３月31日まで 
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富山県告示第142号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  大門町土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和８年３月19日認可した。 

  令和８年３月27日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 

 

富山県告示第143号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  久婦須川土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和 

24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和８年３月19日認可した。 

  令和８年３月27日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

指      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山海区漁業調整委員会指示第１号 

   定置漁業に用いる漁具に接触する遊漁の禁止について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第 120条第１項の規定により、定置漁業に用い 

る漁具に接触する遊漁の禁止について、次のとおり指示する。 

  令和８年３月27日 

                   富山海区漁業調整委員会  

                      会 長 網  谷  繁  彦  

１ 指示の内容 

  富山県の地先海面において、定置漁業に用いる漁具（かき網、身網、ロープ、 

 浮き玉その他敷設している漁具）を利用して船を固定する等の漁具に接触して遊 

 漁（水産動植物を採捕する行為をいう。）をしてはならない。 

２ 指示の有効期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
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∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定 

め、公表する。 

  令和８年３月27日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 廣  島  伸  一  

富山県教育委員会訓令第１号 

                                本  庁  

                                出先機関  

                                教育機関  

                                県立学校  

   富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程（平成５年３月25日富山県教育委員会 

訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 第10条第３項ただし書中「２人及び３人」を「２人以上及び３人以上」に改め、 

同条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項 

の次に次の１項を加える。 

４ 衛生委員会の委員のうち、前項第１号に掲げる委員以外の委員の半数について 

 は、同項第４号に掲げる委員とする。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

                           （教・保健体育課）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１ 

項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、同条第３項において準 
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用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦 

覧に供する。 

  令和８年３月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 店舗の名称及び所在地 

  三井アウトレットパーク 北陸小矢部  小矢部市西中野972-1 

２ 店舗を設置する者 三井不動産株式会社 

３ 変更事項 

 ⑴ 大規模小売店舗の所在地 

  （変更前）小矢部市西中野字鷲場1-1 ほか 

  （変更後）小矢部市西中野972-1 

 ⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人 

  にあっては代表者の氏名 

  （変更前）ジョルジオアルマーニジャパン株式会社 代表取締役 笹野 和泉 

      東京都中央区銀座五丁目５番４号 ほか111 

  （変更後）ジョルジオアルマーニジャパン株式会社 代表取締役 笹野 和泉 

      東京都中央区銀座五丁目５番４号 ほか108 

４ 変更の日 ３⑴令和８年３月17日 

       ３⑵令和６年３月１日 ほか 

５ 変更の理由 ３⑴店舗所在地変更のため 

            ３⑵小売業者の入退店及び代表者等の変更のため 

６ 届出の日 令和８年３月17日 

７ 縦覧場所 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 

８ 縦覧期間 令和８年３月27日から令和８年７月27日まで 

９ その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に提出する 

 ことができる。 
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 ⑴ 氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） 

 ⑵ ⑴の事項の公表の可否 

 ⑶ 当該店舗の名称及び所在地 

 ⑷ 意見及びその理由 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正      誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 令和７年３月24日付け富山海区漁業調整委員会告示第１号「富山海区漁業調整委 

員会意見の聴取に関する手続規程の一部改正について」中 
 

頁 
 
２ 

行 
 

上から１ 

誤 
 
富山県海区漁業調整委員会告示 
 
第１号 

正 
 

富山海区漁業調整委員会告示第 
 
１号 

 

 令和７年３月24日付け富山海区漁業調整委員会告示第２号「富山海区漁業調整委 

員会公聴会に関する手続規程の一部改正について」中 
 

頁 
 
２ 

行 
 

上から13 

誤 
 
富山県海区漁業調整委員会告示 
 
第２号 

正 
 
富山海区漁業調整委員会告示第 
 
２号 
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